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熊本市物品調達に係る定例見積（随意契約）説明書 

 

熊本市総務局契約監理部契約政策課 

 

１．趣旨 

  この説明書は、熊本市総務局契約監理部契約政策課（以下、「契約政策課」という。）

で実施する物品調達（修理を含む、以下同じ。）に係る定例見積及び随意契約につい

て、必要な事項を記載するものです。 

 

２．用語の定義 

（１）定例見積（オープンカウンタ方式） 

  定例見積とは、物品調達における見積合わせのため、くまもと県市町村電子入札

システム（以下、「電子入札システム」という。）を利用して、見積の相手方を特

定せず、調達内容・数量等を公示し、参加を希望するものから幅広く見積書を徴す

ること。 

 

（２）随意契約（指名方式） 

  随意契約とは、特定の物品調達のため、電子入札システムを利用して、特定の相

手方を指名し、見積書を徴すること。 

 

３．対象案件 

定例見積および随意契約の対象となる案件は、１件の予定価格が３００万円以下の

すべての物品調達です。 

ただし、緊急で定例見積または随意契約を行う場合、電子入札システムを使用せず

に実施する場合があります。 

  なお、契約政策課以外の各課で執行する案件は、本説明書で言う定例見積及び随意

契約の対象外となります。 

 

４．参加資格要件 

定例見積及び随意契約に参加することができる者は、次に定める要件をすべて満た

す者とします。 

ア 熊本市物品売買（修理）契約に係る競争入札（見積）参加資格審査申請書を提出し、「熊

本市物品売買（修理）契約参加資格者に関する要綱」（平成１３年１０月１日施行）第

５条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しな

い者であること。 

ウ 定例見積または随意契約案件に応札する日及び開札日に、熊本市から「熊本市物品購入

契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱」（平成２１年告示第１９９号。

以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 

エ 電子入札システムの利用者登録が完了している者であること。 
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５．実施方法 

（１）定例見積 

 ①公告（案件情報公開） 

定例見積を実施する案件は、案件名称、業種、納期、仕様書等の必要な案件

情報を、電子入札システムにおける入札情報公開サービスにより公告します。

入札情報公開サービスには、下記によりアクセスし、案件情報を確認してくだ

さい。 

 

【入札情報公開サービス】 

くまもと県市町村電子入札システムホームページ 

＞ 入札情報公開サービス ＞ ■物品・委託等 入札情報公開サービス 

 

【くまもと県市町村電子入札システムホームページ】 

http://ebid-portal.kumamoto-idc.pref.kumamoto.jp/ 

 

  ②実施日程 

案件情報の公開及び提出された見積書の開札は、原則として次の日程で週２回

実施します。 

日程 区分 公告 開札 

1 回目 
備品・消耗品 毎週月曜日 毎週水曜日 

印刷物のみ 毎週火曜日 

2 回目 
備品・消耗品 毎週水曜日 毎週金曜日 

印刷物のみ 毎週木曜日 

 

  ※一週間の日程イメージ 

  （備品・消耗品） 

処理 月 火 水 木 金 土 日 

公告 公告①  公告②     

開札   開札①  開札②   

  （印刷物のみ） 

処理 月 火 水 木 金 土 日 

公告  公告①  公告②    

開札  開札①  開札②    

 

 ③公告および見積書提出締切時間 

   案件の公告および見積書の提出を締切る時間は下記のとおりです。 

   ただし、案件によって変更する場合がありますので、入札情報公開サービス上

で必ず確認してください。 

公告・締切 時間 

公告 原則、公告日の午前７時 

見積書提出締切 原則、開札日の午後２時 

http://ebid-portal.kumamoto-idc.pref.kumamoto.jp/
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④見積書の提出 

ア．定例見積に参加する場合は、公告に記載した日時までに電子入札システムに

より見積書を提出してください。電子入札システムにおいても、一度提出さ

れた見積書の取消し、差換え、撤回等の処理は出来ません。 

イ．数量、単価等を誤って見積書を提出し、落札しても契約意思のない場合は、

必ず開札の前までに見積辞退届（別紙様式１）を提出してください。その届

出に記載された理由が錯誤による見積と認められるものについては、開札時

にその見積書を無効とします。 

ウ．見積辞退届の提出が無く、落札した後に契約を辞退するときは、指名停止等

による措置を行う場合がありますので御注意ください。 

エ．定例見積への参加に、電子入札のための IC カードは必要ありません。 

 

  ⑤留意事項 

ア．公告（開札）日が祝日にあたる場合や、公告日から開札日までの間に祝日が

ある場合は、公告（開札）日をその前日または翌日にする等の調整を行うこ

とがあります。 

イ．公告から開札までの期間は、調達する案件によって延長する場合があります。 

ウ．印刷物や縫製品等の製作物については、公告情報の他原稿、見本等を契約政

策課内に設置する場合があります。その際は、その旨を入札情報公開サービ

スにおける案件情報の「入札掲示」部分に掲載します。 

エ．内訳書が必要な案件については、その旨を入札情報公開サービスにおける案

件情報の「入札掲示」部分に掲載し、仕様書と併せて内訳書の様式を掲示し

ます。 

オ．公開した内容に誤りがあった場合、案件内容の訂正又は見積合わせの取止め

を行い、その旨を入札情報公開サービスにおける案件情報の「入札掲示」部

分に掲載します。 

 

 （２）随意契約 

  ①見積依頼 

    随意契約を実施する案件は、案件名称、業種、納期、仕様書等の必要な案件情

報を、電子入札システムおよびＦＡＸにより、見積徴取業者へ見積依頼を行いま

す。ＦＡＸでお送りする仕様書等により、案件情報を確認してください。 

 

  ②実施日程及び時間 

随意契約の見積依頼及び提出された見積書の開札は、随時行いますので、電子

入札システムおよびＦＡＸによる見積依頼により、見積書の締切り時間等を確認

してください。 

 

③見積書の提出 

※（１）定例見積の「④見積書の提出」と同様。 
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  ④留意事項 

ア．見積書の提出状況により、開札時間を早める等の調整を行うことがあります。 

イ．定例見積と同様に、印刷物や縫製品等の製作物については、原稿、見本等を

契約政策課内に設置する場合があります。その際は、その旨を見積依頼の中

でお知らせします。 

ウ．内訳書が必要な案件については、その旨を見積依頼の中で明示し、仕様書と

併せて内訳書の様式を送付します。 

エ．見積依頼した内容に誤りがあった場合、案件内容の訂正又は見積合せの取止

めを行い、その旨を電子入札システムおよびＦＡＸにてお知らせします。 

 

６．契約の相手方の決定 

（１）開札の結果、有効な見積書の中で予定価格の制限の範囲内で最低の金額の見積

書を提出した者を落札者として決定します。なお、開札の結果は、電子入札シス

テムにより通知します。 

 

（２）落札者となるべき同価格の見積書を提出した者が二者以上あるときは、電子入

札システムの電子くじにより落札者を決定します。 

 

（３）落札者が提出した見積書に単価、数量の誤り等があり契約辞退を希望する場合

は、契約辞退届（別紙様式２）でその理由の詳細を届け出てください。 

なお、契約辞退が認められた場合でも、指名停止要綱に基づく指名停止の措置

等が行われます。その際、契約辞退届（別紙様式２）の提出がない場合、指名停

止等の措置が重くなる場合があります、ご注意ください。 

 

７．契約の締結 

（１）落札者は、電子入札システムによる落札決定の通知を確認したら、来庁もしく

は電話により、原則、落札決定日の当日、速やかに契約政策課まで契約意思の有

無について連絡してください。 

 

（２）（１）により契約意思の確認が取れた場合、その落札者を契約の相手方として

契約締結手続きを行います。 

 

（３）案件によっては、落札者に単価を確認させていただきますので、電話確認や内

訳のわかる書類等の提出をお願いする場合があります。 

 

（４）契約金額が 30 万円超の場合、請書の提出が必要となりますので、契約政策課

で書式を受け取り、提出してください。 

   または、熊本市ホームページにおいて請書の様式（ＰＤＦまたはエクセル）を

公開していますので、各自で請書を作成し契約政策課まで提出してください。 

８．開札結果の公表 

（１）定例見積および随意契約の結果は、入札情報公開サービスにおいて公表します。 
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（２）公表に付する事項は、案件番号、案件名称、契約の相手方の名称及び決定金額、

定例見積参加者の名称及び見積金額その他必要事項とします。 

 

９．無効な見積書 

参加資格要件を満たさない者が提出した見積書、その他見積の参加条件に違反して

提出した見積書はすべて無効とします。 

 

１０．不調と再調達 

定例見積または随意契約を行った結果、見積書を提出した者が無い場合、又は提出

された見積書の額がいずれも予定価格を上回ったことにより落札者がいない場合は

不調とします。 

不調となった場合は、内容を見直し再度公告を行い、再調達を行う場合があります。 

 

１１．納品検査 

  納品検査については、原則、納品場所にて物品調達の依頼課が行います。 

  ただし、１品１００万円以上の物品については、契約政策課または技術管理課検査

室が納品検査を行います。その際、日程調整等が必要となりますので、依頼課へ早め

のご連絡をお願いします。 

 

１２．指名停止等の措置 

  下記などの主な事項に該当する場合、指名停止要綱に基づく指名停止等の措置を行

います。 

ア 見積に関し、不正又は不誠実な行為が認められたとき 

イ 落札したにもかかわらず正当な理由なく契約を締結しないとき 

ウ 正当な理由なく契約を履行しないとき 

エ 正当な理由なく納入期限までに納品が行われないとき 

オ その他契約条件に違反し、契約の相手方として不適当であると

認められるとき 

 

１３．その他 

  この説明書の他、電子入札システムを利用した定例見積および随意契約の実施につ

いては、熊本市電子入札（物品調達等）運用基準によることとします。 

 

１４．問い合わせ先 

  熊本市総務局契約監理部契約政策課 物品契約班 

  電 話：０９６－３２８－２１３７ 

  ＦＡＸ：０９６－３５９－７６８９ 

  メール：keiyakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp 


